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生産緑地の 2022 年問題と納税猶予 
生産緑地指定から 30 年 
今月は最近不動産業界を騒がしている
「2022 年問題」についての解説です。 

2022年問題とは、1992 年の生産緑
地の指定から 30 年を経過する年である
2022年に、⽣産緑地として農地等に
強制されていた⼟地が⼀⻫に宅地化さ
れて市場に出ることにより、⼟地価格の
下落が起こるとされている問題です。数
年前からよく⽿にするようになりました。 

生産緑地とは、一定面積以上の農地等
について指定を受けることにより固定資産
税が大幅に減額されたり、相続税等の
納税猶予の対象となるなど税制面で優
遇される代わりに、農地等として管理し
続けないといけないというものです。指定
解除の条件は 30年を経過するか、死
亡等したときだけという厳しいものです。
(実際には買取申出をしますが実務上は
買い取りはされずただ解除されるだけ) 

納税猶予は死ぬまで… 
たしかに 2022 年に宅地化される生
産緑地も出てくるでしょう。しかし、相
続税の納税猶予を適用している生産
緑地に 30 年は関係なく、「死ぬま
で」農業を続ける必要があります。途
中(2022 年)で辞めたら当時バブル
期を迎えていた超高額な⼟地に係る
相続税が降りかかってきます。これは
東京などの地価の高い地区では指定
解除は事実上不可能でしょう。東京
23区で⽣産緑地約 2,150に対し
納税猶予している数は約 1/3 です。
事実上 2/3 だけが対象で、その中で
どれくらいの割合が市場に出るか…実
際には騒がれているより少ないのでは
ないかと考えていますがはたして。 

今月のコメント 
先日 DAZＮに加入しました。ご存知の方
も多いと思いますが、ネットでスポーツ中継
を⾒られるというものです。理由は趣味の
海外サッカーを⾒ることができるため。プレミ
アは全試合ではないのですがマン U は今
のところ全試合放送してますし、来期から
CL も⾒られるということを知りすぐに加入し
ました。入ってみて気付きましたがネット TV
の良いところは時間場所を問わず、スマホ
でも PC でも（スマホを介して）大画面
TV でも⾒られることです。大画面 TV でも
⾒られるとなるともはや普通の TV 放送が
不便過ぎて戻れません。全てネット放送に
なる時代も近いと痛感しました。 
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